
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を 
行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律 

 
参 考 資 料 



現行 平成26年4月1日～ 
平成27年 

平成28年4月1日～ 
～9月 10月～ 

消費税(A)＋ 
地方消費税(B) 

５％ ８％ １０％ 

消費税(A) ４％ ６．３％ ７．８％ 

うち交付税分 
(α) 

１．１８％ 
 

（法定率29.5％） 

１．４０％ 
 

（法定率22.3％） 

１．５２％ 
 

（法定率19.5％） １．４７％ 
（法定率20.8％） 

地方消費税(B) 

１％ 
 

消費税額の 
100分の25 

１．７％ 
 

消費税額の 
63分の17 

２．２％ 
 

消費税額の 
78分の22 

地方分合計 
(α)+(B) 

２．１８％ ３．１０％ ３．７２％ 

引上げ後の消費税収の国・地方の配分等 

１ 



厚生労働省が「社会保障４分野」に該当すると分析した事業（３．８兆円） 

医療 

・国民健康保険 

・乳幼児医療費助成（義務教育就学前分） 

・障害者（心身障害児、精神障害者）医療費助成              

・妊産婦健康診査       

・公立病院・診療所、公立大学病院、国保病院（一般会

計負担）               

・夜間休日等救急医療体制（病院群輪番制）運営費補

助（１・２次救急）              

介護 

・高齢者日常生活支援                

・介護予防・地域支え合い事業（生きがい活動通所支援、

生活支援、家族介護支援等）    

子ども・子育て 
・保育所（公立・私立）                

・幼稚園（公立・私立）             

・児童相談所                      

・放課後児童健全育成（放課後児童クラブ、放課後こども

教室等）                  

「則った範囲」として追加する事業（０．５兆円） 

医療 

・予防接種  

・乳幼児健診 

・がん検診   

・保健所（保健師） （注１） 

介護 
・養護老人ホーム等（老人保護 措置費）

（公立・私立）     

・その他の施設（注２） 

・居宅介護・活動支援等 （注２）  

子ども・子育て 

・その他の施設（注２） 

・地域療養・居宅介護等（注２）     

（注１）「保健所（保健師）」は、健康診査や予防接種等の業務に関連する保健師の人件費に限定。 

（注２）地方単独事業は複数分野にわたって総合的に実施されていることを踏まえ、障害者・児を対象とする事業のうち、高齢者の介護に該当 

  する事業に相当する部分及び子ども・子育ての事業に相当する部分を「則った範囲」と整理。 

「社会保障４分野」に則った範囲の地方単独事業（主なもの） 

２ 



「社会保障４分野」 3.8兆円 

「則った範囲」 

× 

＋ 

× 

「給付」 「制度確立」 

80％ 75％ 4.3兆円 =  2.6兆円 

※１ 

※１ 「給付」に該当するかどうか 
対象となる経費から事務費及び事務職員の人件費等を除外するため、80％を乗じる（総務省調査に基づく社

会保障分野における事務費及び事務職員の人件費等の割合は20％）。 
 
※２ 「制度として確立された」ものであるかどうか 
地方単独事業については、地方交付税により財源を確保することを踏まえ、 「制度として確立された経費」の

割合は地方交付税で財源保障の対象とする「標準的な行政水準」の割合である75％（地方財政計画の一般財
源総額に占める基準財政需要額の割合）とする。 

※２ 0.5兆円 

役割分担の基礎となる地方単独事業費の積算 

３ 



社会保障四経費に則った範囲の社会保障給付 
における国と地方の役割分担 

「社
会
保
障
給
付
費
」※

１ 

地
方
単
独
事
業※

２ 

＋ 

消費税（国・地方）５％引上げ時の配分 
（カッコ内は、３％引上げ時の配分） 

国と地方の
役割分担に
応じた消費
税収の配分 

※１ 「社会保障４経費（消費税対象経費）との関係での社会保障給付の整理」（12月26日「国と地方の協議の場」厚生労働省提出資料）より 
※２ 「地方単独事業の総合的な整理」（12月29日「国と地方の協議の場」内閣官房、総務省、財務省、厚生労働省提出資料）を踏まえた整理 

合算 

地方 2.6兆円 

国 
 

23.1兆円 

地方 
7.7兆円 

国 
 

23.1兆円 
（69.2％） 

地方 
10.3兆円 
（30.8％） 

国分 
3.46％ 
（2.08％） 

地方分 
1.54％ 
（0.92％） 

国と地方の役割分担に応じた配分 

地方消費税分 
1.2％（0.7％） 

地方交付税分 
０．３４％（0.22％） 

 引上げに係る消費税収の地方
分（１．５４％）については、 
○地方消費税の充実を基本 
○財政力の弱い地方団体におけ
る社会保障財源の確保の観点
から、併せて消費税の交付税
法定率分を充実 

※平成27年度は0.29％ 

※ 

４ 



（注１）消費税率（国・地方）８％への引上げ時においては、消費税収6.3％（うち国分4.9％（+2.08%）、地方交付税分1.4%（+0.22%））、地方消費税収1.7%（+0.7%）となる（地方財源3.1%）。 
（注２）地方交付税率（現行29.5%）は、平成26年度22.3%、平成27年度20.8％、平成28年度以降19.5%となる。 
 

地方分 
3．72％ 

(＋1．54％） 

現 行 

地方消費税収 
１％ 

                

消
費
税
収 

４
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うち国分 
2．82％ 

うち地方交付税分 
1．18％ 

消費税収 （５％分） 

地方分 
2.18％ 

 

高齢者３経費 （国） 
 

＜福祉目的化＞ 
 
 

基礎年金 

老人医療 

介護 

 

社会保障４経費 （国） 
 

＜社会保障目的税化＞ 
 

制度として確立された 

年金・医療・ 

介護・少子化対策 

地方消費税収 
2．2％ （＋1．2％） 

 

 

        

消
費
税
収 

７
・８
％ 

（
＋
３
・
８
％
） 

うち国分 
6．28％ 

 （＋3．46％） 
 

うち地方交付税分 
1．52％ （＋0．34％） 

消費税率（国・地方）１０％への引上げ 

消費税収（１０％分） 

＜社会保障財源化＞ 
 

（現行の地方消費税収 
１％分を除く） 

消費税収の国・地方の配分と使途 

５ 



引上げ後の地方消費税の仕組み 

国
か
ら
都
道
府
県
へ
の
払
込
額 

引上げ分 
平成26年 ４月１日から  ７／１７ 
平成27年10月１日から１２／２２ 

他県から支払いを
受けた額 

他県に支出する額 

「消費に相当する額」で按分し清算 

* 

徴収取扱費 
※国が地方消費税の
賦課徴収に関する事
務を行うために要する
費用の補償 

* 

*平年度化するまでの経過措置として、平成２６年度は「２／１２」、平成２７年度
は「７／１７」、平成２８年度は「１１／２１」と読み替える。 

現行分 
平成26年 ４月１日から１０／１７ 
平成27年10月１日から１０／２２ 

他県から支払いを
受けた額 

他県に支出する額 

「消費に相当する額」で按分し清算 

* 

*平年度化するまでの経過措置として、平成２６年度は「１０／１２」、平成２７年
度は「１０／１７」、平成２８年度は「１０／２１」と読み替える。 

都道府県分 
（社会保障財源） 

１／２ 

１／２ 
市町村分 

（社会保障財源） 

清
算
後
の
額 

全額人口 
により按分 

都道府県分 
（一般財源） 

１／２ 

１／２ 
市町村分 

（一般財源） 

清
算
後
の
額 

人口と従業 
者数（１：１） 
により按分 

* 

* 

６ 
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